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１ 事業目的 

近年の都市化・混住化の進展に伴い、農業用排水機は一般公共的性格が大きくなり、かつ重

要性も増大しつつあり、これら経費の負担を受益者のみに負わせることは適当でないため、負

担を軽減する目的でこれらの経費の一部を県費で補助するものである。 

 

２ 採択基準等 

   農業用の排水機で口径２００mm 以上で原動機が１０馬力以上のもの 

 

３ 補助金の配分方法 

岐阜県土地改良事業団体連合会を通じて、排水機場の実績に応じ配分する。 

農業用排水機に係る維持管理費（電気料金、技術者経費、燃料費、運転手経費）のうち、農

外効果（多面的機能）の発揮に必要となる経費を全体の４２．９％とし、その経費の３０％を

県が負担する。また、土地改良区管理の排水機場については、県負担以外の経費の一部を土地

改良区支援を目的として県が負担する。県は、各排水機場に対して補助対象経費の負担割合以

内の額を補助するものとする。ただし、事業主体事務費は別途計上する。 

 

※ 電気料金については基本料金及び使用料金とする。 

※ 維持管理費の対象期間について、年度内支払い分を対象とするため、当該年度の４月分～

１月分までの１０ヶ月間分とする。 

 

 （算出方法） 

土地改良区： 維持管理費×0.429×（30％＋30％＋40％×0.5） ＝Ａ ［機場別］ 

市町村  ： 維持管理費×0.429×30％  ＝Ｂ ［機場別］ 

ΣＡ＋ΣＢ   ＝Ｘ ［補助金］ 

予算額  ＝Ｙ  

 

    ア：Ｘ≦Ｙの場合       

土地改良区補助金交付額 ＝Ａ 

市町村補助金交付額 ＝Ｂ 

補助金交付額 ＝Ｘ 

  

    イ：Ｘ＞Ｙの場合 

Ｙ ÷ Ｘ ＝Ｃ ［配分率］ 

土地改良区補助金交付額＝Ａ×Ｃ ＝Ｄ  

市町村補助金交付額  ＝Ｂ×Ｃ ＝Ｅ  

補助金交付額     ＝ΣＤ＋ΣＥ ＝Ｆ ＜＝Ｙ 

 

４ その他 

    本事業は、必要があるとき見直しが行われる。 


